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宇和島市学生寮配食業務プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

この実施要領は、宇和島市学生寮配食業務（以下「本業務」という。）の契約の相手方

となる受託候補者をプロポーザル方式により特定するために必要な事項を定めるものとす

る。 

 

２ 業務概要 

 （１） 業務名  

     宇和島市学生寮配食業務 

 

（２） 業務内容 

    宇和島市学生寮配食業務仕様書のとおり 

 

（３） 業務期間 

    令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

（４） 提案限度価格 

    ４８,８２４,３７２円（消費税及び地方消費税を含む。） 

     （内訳）令和８年度  ９,７６５,６８０円 

         令和９年度 １６,７４７,７５２円 

         令和 10 年度 ２２,３１０,９４０円 

 

３ 実施方式 

  公募型プロポーザル方式 

 

４ 参加資格 

 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる参加資格要件を全て満たす者であ

ること。 

（１） 宇和島市建設工事等請負業者選定要綱（平成１７年告示第１２号）に基づく入札

参加資格の認定を愛媛県内の本店、支店、営業所等で受けている者であること。 

（２） 食品衛生法施行令第３５条に規定される営業許可業種のうち、「飲食店営業」又

は「そうざい製造業」の許可を受けている者であること。 

 （３） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しない者であること。 

 （４） 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の規定による再生手続開始の申立て又

は会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の規定による更正手続開始の申立てが

なされていないこと（民事再生法の規定による再生計画認可又は会社更生法の規定

による更正計画認可の決定を受けている者を除く。）。 

 （５） 宇和島市建設工事等入札参加資格停止措置要綱（平成１７年告示第９７号）に基

づく入札参加資格停止措置を受けていない者であること。 

 

５ 実施スケジュール 

  本プロポーザルは、次のスケジュールで実施する。 
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１．公募型プロポーザル実施の開始 令和８年 １月１６日（金） 

２．実施要領等に関する質疑受付 令和８年 １月２６日（月）まで 

３．実施要領等に関する質疑回答 令和８年 １月３０日（金）まで 

４．参加申込書の提出期限 令和８年 ２月 ５日（木）まで 

５．参加資格の審査結果の通知 令和８年 ２月 ６日（金） 

６．提案書等の提出期限 令和８年 ２月１６日（月）まで 

７．プレゼンテーションの実施 令和８年 ２月下旬 予定 

８．審査結果の通知、公表 令和８年 ２月下旬 予定 

９. 契約の締結 令和８年 ３月上旬 予定 

 

６ 参加手続 

（１） 実施要領・仕様書等の配布 

   ① 配布期間 

      令和８年１月１６日（金）から令和８年２月５日（木）まで 

   ② 配布方法 

     宇和島市ホームページに掲載するほか、担当部署 教育委員会教育総務課におい

て配布する。 

 

（２） 質問の受付及び回答 

   ① 実施要領等に係る質問は、「宇和島市学生寮配食業務に係るプロポーザル質疑書

(様式１)｣によるものとし、担当部署 教育委員会教育総務課に電子メールにより提

出すること。なお、提出後には必ず電話により受信確認を行うこと。 

     宇和島市教育委員会教育総務課 

E-mail：kyoiku@city.uwajima.lg.jp 

     電話番号:0895-24-1111（内線 2720） 

② 提出期限 

     令和８年１月２６日（月）１７時まで 

   ③ 回答方法 

     令和８年１月３０日（金）１７時までに宇和島市ホームページに掲載する。 

  

（３） 参加申込書の提出 

   ① 提出書類  

     ア 参加申込書（様式２）１部 

     イ 会社概要（様式３）１部 

   ② 提出期限 

      令和８年２月５日（木）１７時まで 

③ 提出場所 

      〒798-8601 宇和島市曙町１番地 

      宇和島市教育委員会教育総務課 

      TEL：0895-24-1111（内線 2720） 

   ④ 提出方法 

      持参又は郵送（提出期限必着とする。） 

   ⑤ 参加資格確認結果 
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      参加申込書提出者に対し、参加資格審査結果を文書にて通知する。 

 

 （４） 提案書等の提出 

     本プロポーザルの参加者は次により提案書等を提出するものとする。 

      別紙１「宇和島市学生寮配食業務提案書作成要領」参照 

①  提出書類 

      ア 提案書表紙（様式５） 

イ 会社概要（様式３） 

   ※参加申込時に添付した財務諸表等の提出は提案書等提出時には不要。 

     ウ 業務実施体制（様式４） 

エ 提案書（様式５－ア～カ ※様式任意） 

      オ 見積書・内訳書（様式６） 

    ② 提出期限 

     令和８年２月１６日（月）１７時まで 

③ 提出場所 

     〒798-8601 宇和島市曙町１番地 

     宇和島市教育委員会教育総務課 

      TEL：0895-24-1111（内線 2720） 

   ④ 提出方法 

     持参又は郵送（提出期限必着とする。） 

   ⑤ 提出部数 

     ７部 

 

 （５） プレゼンテーションの実施 

     提出された提案書等についてプレゼンテーション及びヒアリングを行う。 

①   実施日時・場所（予定） 

日時：令和８年２月下旬 

場所：宇和島市役所内 会議室 

②  所要時間（予定） 

  プレゼンテーション：２０分以内 

  質疑応答：１０分程度 

   ③ その他 

     ア プレゼンテーションの順番については、原則、提案書等を受け付けた順とす

る。 

     イ プレゼンテーションでスライドやパワーポイント等を使用する場合は、事前

に報告し、使用するパソコン等の機器は各参加者で用意し、プロジェクター及

びスクリーンは市で用意する。 

     ウ プレゼンテーションの出席者は３名までとする。 

     エ 詳細については、後日、別途通知するものとする。 

 

７ 受託候補者の特定 

（１） 審査方法 

    審査は、別に設置する宇和島市学生寮配食業務プロポーザル審査委員会（以下

「委員会」という。）が、提出された提案書等とプレゼンテーションの内容を評価
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基準に基づき審査する。 

 （２） 評価項目及び評価内容 

     別紙２「宇和島市学生寮配食業務プロポーザル評価基準」のとおり 

 （３） 受託候補者の特定 

     審査の結果、最も優れた提案として評価した者を受託候補者として特定する。 

ただし、受託候補者はあらかじめ定めた最低基準点を満たしている者とする。 

なお、参加業者が１者でも審査を行い、最低基準点を満たしていれば受託候補者

として特定する。 

 

８ 審査結果 

  審査結果は特定後、参加者全てに文書で通知するものとする。なお、審査結果等につい

ての異議申し立ては受け付けない。 

 

９ 審査結果の公表 

  審査結果は、宇和島市ホームページにおいて公表する。 

  なお、公表の内容は以下のとおりとする。 

  ① 受託候補者の名称 

  ② 全参加者の名称（五十音順） 

③ 全参加者の点数（得点順） 

  ※参加者が２者の場合、次点者の点数は公表しない。 

 

10 契約に関する事項 

  受託候補者と市が協議し、業務委託に係る仕様書を確定させたうえで契約を締結する。

仕様書の内容は提案された内容が基本となるが、受託候補者と市との協議により必要に応

じて内容を変更したうえで契約を締結するため、契約金額が本プロポーザル時に提出した

見積額と異なる場合がある。なお、受託候補者と市との間で行う仕様書の確定について、

協議が整わなかった場合には、審査結果において順位が次点の者と協議を行うこととする。 

 

11 提出書類の取扱い 

 （１） 提出された全ての書類は返却しない。 

 （２） 市から指示がある場合を除いて、提出後の差し替え、記載内容の変更及び追加資

料の提出は認めない。 

 （３） 提出された書類は、提出した者に無断で本プロポーザルに係る審査以外には使用

しない。 

 

12 留意事項 

 （１） 失格事項 

     参加申込書、提案書等の提出された書類について、次の条件のいずれかに該当す

る場合は、提案書類の全てを無効とし、その者を失格とする。 

   ① 提案を行った事業者が、参加資格要件を満たさなくなった場合 

   ② 提出書類に不備又は虚偽の記載等があった場合 

③ 実施要領等で示された提出書類について、提出期限、提出場所、提出方法、書類

作成上の留意事項等の条件に適合しない書類の提出があった場合 

      ④ 審査の公平性に影響を与えるような不誠実な行為があった場合 
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   ⑤ 説明会又はヒアリング等を開催した場合において、正当な理由なく欠席した場合 

⑥ 見積金額が実施要領に示す提案限度価格を超える場合 

⑦ 実施要領等に違反すると認められた場合 

⑧ 前各号に定めるもののほか、著しく信義に反する行為があった場合 

  

（２） その他留意事項 

     その他の留意事項は次のとおりとする。 

   ① 提案書等の作成及び提出、その他プロポーザルに要する経費は、参加者の負担と

する。 

   ② 緊急やむを得ない理由等により、本プロポーザルを実施することができないと認

めるときは、停止、中止又は取り消すことがある。 

   ③ 複数の提案はできない。 

   ④ 参加申込書の提出後又は提案書等の提出後に参加を辞退する場合は、速やかに辞

退届（様式７）を提出すること。 

   ⑤ 提案書の著作権は、当該提案書等を作成した者に帰属する。ただし、市が受託候

補者の特定に必要な範囲において、無償で使用（複製、転記又は転写をいう。）す

ることができるものとする。また、情報公開請求があった場合は、宇和島市情報公

開条例（平成２２年条例第２５号）に基づき公開する場合がある。 

 

13 担当部署・問い合わせ先 

  所 在 地：〒798-8601 愛媛県宇和島市曙町１番地 

  担当部署：宇和島市教育委員会教育総務課 担当 土居 

  電話番号：0895-24-1111（内線 2720） 

  FAX 番号：0895-22-5058 

    E－mail：kyoiku@city.uwajima.lg.jp 


